
4

所
得
税
は
柏
税
務
署
で

　
市
・
県
民
税
は
公
民
館
な
　
　
ど 
で
申
告
を
受
付

　
　
　
　
　
～
税
理
士
会
や
柏
税
務
署
の
相
談
会
は
２
月
　
日
ま
で
～
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確
定
申
告
は
、
昨
年
１
年
間
に
得
た

所
得
を
も
と
に
申
告
書
を
作
成
す
る
も

の
で
す
。

　
税
は
、道
路
や
教
育
、
福
祉
、
公
共
施

設
の
整
備
な
ど
に
必
要
な
大
切
な
財
源

で
す
の
で
、
確
定
申
告
の
対
象
に
な
る

方
は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
作
成
の
　
　

無
料
出
張
相
談
会

　
柏
税
務
署
と
税
理
士
会
で
は
、
混
雑

緩
和
の
た
め
、
出
張
確
定
申
告
書
作
成

相
談
会
（
無
料
）
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
は
、
次
の
日
程
で
開
催
さ
れ

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
前
予
約
は
不
要
で
す
が
、

混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
受
付
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
柏
税
務
署
の
相
談
会

【
日
程
と
会
場
】
２
月
１
日
金
９
時
　30

分
～
正
午
と
　
時
～
　
時
　
分
・
北
コ

13

15

30

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館
で

【
対
象
者
】
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控

除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の

還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
、年
金
受
給
者
、

給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
の
済
ん
で
い

な
い
方

◆
税
理
士
会
の
相
談
会

【
日
程
と
会
場
】
２
月
６
日
鐘
～
２
月

　
日
月
（
上
・
醤
・
□祝 
は
除
く
）９
時
　

18

30

分
～
正
午
と
　
時
～
　
時
　
分
・
中
央

13

15

30

公
民
館
で

【
対
象
者
】
小
規
模
納
税
者
で
所
得
税

・
消
費
税
の
申
告
を
さ
れ
る
方
、
年
金

受
給
者
・
給
与
所
得
者
で
所
得
税
の
申

告
が
必
要
な
方

◆
必
要
書
類

　
給
与
所
得
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
の
原
本
、
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
の
控
除
証
明
書
、
配
偶
者
特
別
控
除

を
受
け
る
方
は
配
偶
者
の
所
得
が
分
か

る
書
類
、
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険

な
ど
の
社
会
保
険
の
支
払
っ
た
金
額
の

分
か
る
書
類
（
平
成
　
年
中
に
納
付
し

19

た
分
）、国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
か
領
収
証
書
の
原
本（
添
付
が
必
要
）、

医
療
費
の
領
収
書
（
事
前
に
合
計
金
額

を
計
算
し
、
保
険
金
な
ど
で
医
療
費
が

補
て
ん
さ
れ
た
場
合
は
金
額
の
分
か
る

書
類
）、還
付
金
の
振
込
口
座
の
分
か
る

も
の
、
印
鑑
、
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
電
卓

な
ど

※
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
や
贈
与
、
相
続

税
に
該
当
す
る
方
、
申
告
内
容
が
複
雑

な
方
は
、
確
定
申
告
書
作
成
相
談
会
で

は
相
談
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
柏
税
務
署

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
作
成
相
談
会
で
は
、
市

・
県
民
税
の
申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は
 

柏
税
務
署
へ

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
と
納

付
は
、
２
月
　
日
月
か
ら
３
月
　
日
月

18
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（
上
・
醤
・
□祝 
は
除
く
）
ま
で
で
す
。

　
な
お
、
確
定
申
告
期
間
終
了
間
際
に

は
、税
務
署
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

◎
事
業
所
得
や
農
業
所
得
、
不
動
産
所

得
な
ど
の
あ
る
方

◎
土
地
、
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡
の

あ
っ
た
方

◎
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
…
①
給
与
収
入
額（
年

収
）が
２
千
万
を
超
え
る
方
、②
給
与
を

１
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
給
与
所
得
以

外
の
所
得
が
　
万
円
を
超
え
る
方
、
③

20

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、

主
で
な
い
給
与
の
収
入
額
と
給
与
所
得

以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
　
万
円

20

を
超
え
る
方
、
④
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
、雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
な
ど
の

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
、
⑤
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
や
中
途
退
職
な
ど
で

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

◎
給
与
所
得
者
以
外
で
、
所
得
税
を
納
め

て
い
て
、
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

な
ど

【
必
要
書
類
】
作
成
相
談
会
と
同
じ

【
柏
税
務
署
の
駐
車
場
】
４
月
上
旬
ま

で
使
用
で
き
ま
せ
ん

【
郵
送
に
よ
る
提
出
】所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

直
接
柏
税
務
署
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

控
え
が
必
要
な
方
は
、
住
所
・
氏
名
を

記
入
し
た
返
信
用
封
筒
に
切
手
を
貼
り
、

同
封
し
て
く
だ
さ
い

【
２
月
　
日
と
３
月
２
日
の
日
は
開
設
】

24

　
柏
税
務
署
で
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日

は
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
２

月
　
日
醤
、
３
月
２
日
醤
に
限
り
、
所

24
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税（
個
人
）申
告

書
の
、
①
用
紙
配
布
、
②
作
成
相
談
、

③
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、

お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
申
告
書
作
成

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し

て
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
】

http://w
w
w
.nta.go.j
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◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告

　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証

明
書
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）
を
お

持
ち
の
方
は
、
自
宅
や
事
務
所
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
確
定
申
告
が

で
き
る
ｅ
 
Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス

＝
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
利
用
に
は
、
I
C
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
が
必
要
と
な
る
ほ
か
、
利
用
者
識

別
番
号
や
暗
証
番
号
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

登
録
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
が
、
申
告
デ
ー
タ
を
直
接
国
税
庁
に

送
信
で
き
る
と
と
も
に
、
審
査
結
果
や

受
信
通
知
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

な
ど
、
安
心
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

※
ｅ
 
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
確
定
申
告

を
行
う
場
合
、
平
成
　
年
分
か
　
年
分
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－

－

医療費控除の明細は事前に記入を


